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研究成果の概要（和文）：本研究は、国際社会で最近顕著となっている海洋の管理強化の動きが、海洋の自由にどのよ
うな影響を及ぼすのかについて、排他的経済水域（EEZ）における管理作用を中心に国際法の観点から検討した。多く
の国家の実行において海洋の管理は国連海洋法条約が認めている権利の行使を通じて実現されるか、少なくとも条約を
根拠とする正当化が主張されていることが明らかになった。しかし、条約はEEZで沿岸国に海洋利用間の空間的な調整
権能は与えておらず、そのような意味での海洋管理は現行の海洋法秩序とは異質な要素も含んでいる。海洋法秩序の変
化をもたらしうるものとして、今後の展開も国連海洋法条約を基準として精査する必要である。

研究成果の概要（英文）：The present research has examined the effects of the recent trend in international
 society to strengthen ocean management on the traditional freedom of the seas, focusing on the management
 measures taken by coastal States in its exclusive economic zone (EEZ). A Study of State practice has reve
aled that most states have implemented ocean management though exercise of rights recognized under UNCLOS,
 or at least justify their measures by reference to certain specific rights under UNCLOS. However, UNCLOS 
does not give coastal States the general power to spatially coordinate different uses of the ocean in its 
EEZ, and ocean management in this form contains an element that is alien to the current framework for the 
legal order for the oceans. Further developments should be assessed in light of UNCLOS as they may potenti
ally influence a structural change in the law of the sea.
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１．研究開始当初の背景 
海洋生物資源の減少・枯渇や海洋環境に対

する危機感の高まりなどによって、海洋管理
の強化に向けた動きが国際的・国内的に強ま
っている。このような動きは、国際的には、
例えば海洋保護区（MPA）の設定を通じて、
生態系アプローチに基づく海域管理を実現
しようとするような展開に顕著に表れてい
る。日本も 2007 年に制定された海洋基本法
において、「海洋の総合的管理」を打ち出し
ている。このような「海洋の管理」は、持続
的な資源利用、あるいは海洋環境の保護とい
った国際社会の公共的な目的のために必要
とされる一方で、船舶による円滑な国際交通
の確保、あるいは人類の科学的知見の増進の
ための海洋科学調査の実施といった国際社
会の公共目的とは緊張関係にある。国連海洋
法条約を中心とする海洋法においては、国家
の沿岸海域における権限と「海洋の自由」に
属する外国の海洋利用との調整が極めて重
要な問題であり続けてきたが、近年の海洋管
理の潮流はこの調整を一層困難な課題とし
ている。 
この課題は最近の海洋法における中心的

な研究主題として、内外の関心を集めていた
が、従前の研究の大部分は、それぞれの分野
における新たな国内法令、国際・国内判例、
事例、あるいは国際条約実践に関する個別事
例の紹介や事例研究にとどまっていた。また、
大局的な観点から海洋法に生じつつある変
化を論ずる研究においても、海洋管理の強化
を公共的な目的に資するものとして単に賞
賛したり、逆に伝統的な海洋法秩序と海洋自
由の浸食を一方的に批判するものも多く見
られ、新たな展開を大局的な観点から実証的
に検証しようとする研究は少数であった。 
そこで本研究では、各論的研究と総論的研

究を架橋し、俯瞰的な視点から客観的かつ理
論的な検討を行って、近年の展開を踏まえた
海洋法秩序の全体像の把握を試みることと
した。 
 
２．研究の目的 
本研究は、国際社会で最近顕著となってい

る「海洋管理」の強化の動きが、海洋の自由
にどのような影響を及ぼすのかについて、国
際法の観点から検討することが目的である。
そのために、具体的には次の 3 点を明らかに
することを目的とした。 
第 1 に、海洋管理のための実践の実態を国

際法的な観点から明らかにすることである。
まず、海洋資源の管理および海洋環境の管理
に関する各国の国内法が、どのような枠組み
を規定しており、その中で他国による海洋利
用がどのように位置づけられているのかを、
比較法的な検討を通じて明らかにすること
である。 
第 2 に、以上で明らかにした海洋管理のた

めの個々の措置と、国連海洋法条約を中心と
した既存の海洋法との整合性を明らかにす

ることである。まず、新たな国家実行（国内
法令、国際・国内判例、事例、国際条約実践
等）と、海洋法における航行の自由等の「海
洋の自由」との関係について、どのような評
価があるのかを、先行学説の調査・研究によ
り明らかにすることである。その上で、国連
海洋法条約の管轄権調整規定の解釈・適用の
問題として、海洋管理のための個々の措置が、
既存の海洋法に整合的であるのか、あるいは
これから逸脱するものであるのか、または整
合的であるとしても何らかの新たな展開の
萌芽として見ることができるのか、を明らか
にする。 
第 3 に、以上の検討を踏まえて、海洋管理

の強化の流れが、現代海洋法秩序の構造変化
をもたらすものであるのか否かを明らかに
することである。本研究では、この点を①国
連海洋法条約の管轄権構造からみた位置づ
け、および、②海洋法の 17 世紀以降の長い
歴史からみた位置づけ、という 2 つの視点か
ら評価する形でまとめることとした。 
 
３．研究の方法 
本研究では、①本研究の主題に関わる近年

の新たな国家実行（国内法令、国際・国内判
例、事例、国際条約実践等）を、可能な限り
網羅的に収集・分析し、②本研究の主題に関
わる国連海法条約の各規定の解釈適用につ
いて、学説の調査・研究を行い、③上記の研
究方法で得られた知見をもとに、現代海洋法
秩序の歴史的な形成過程との関係において、
海洋管理をめぐる新たな展開が現代海洋法
秩序にどのような変化をもたらしているの
かを理論的な観点から考察する、という方法
で研究を実施した。 
 
４．研究成果 
（1）海洋法における「海洋の管理」概念 
 本研究では、研究に着手する前提的な作業
として、「海洋の管理」の概念について、簡
単に概念の整理を行った。「海洋の管理」概
念は国際法上の定まった用法を有する概念
ではない。より広い概念としては、海洋ガバ
ナンス（ocean governance）の概念があり、
これは「海洋空間の利用方法や、海洋問題の
監視方法そして制裁などの対応の適用方法
を形作っている規則、取り決め、制度及び概
念」等と定義されている。 
国連海洋法条約の規定の中にも、「管理

（management）」の語を用いている規定があ
るが、これは単に漁業資源の持続的利用のた
めの「規制権限の行使」の文脈で用いられて
いる。漁業資源の管理や海洋環境の管理とい
うこうした個別事項における「管理」は、沿
岸国によって行使されることが想定されて
いるものであり、国連海洋法条約上、沿岸国
に与えられた主権的権利・管轄権の範囲内で
行使される限りにおいては特に問題を生じ
ることはない。 
 「海洋の管理」概念には、第一にこうした



個別の事項における規制権限としての「管
理」の束としての意義がある。この文脈では、
海洋管理の強化は個別の規制権限の強化と
しても現れる。しかし「海洋の管理」には、
これと関連して個別事項における規制権限
間の連携・調整、あるいはさらに海域におけ
る利用活動の相互間の調整が含意される場
合がある。「海洋の総合的管理」というよう
な用法においては後者の意義があり、この場
合にも海洋の管理作用として行使される
個々の権限が国連海洋法条約の範囲内で行
使される場合には、それ自体として特段の法
的な意義を有するものではないといえる。も
っとも、条約は排他的経済水域については、
沿岸国とその他の国との間で権利・管轄権を
配分しており、沿岸国に全ての海域利用に関
する「調整」権限を与えているわけではない。
したがって、一定の海域そのものに対する
「海洋の管理」という考え方は国連海洋法条
約、そして従来の海洋法秩序には存在しなか
ったものであり、このような新たな概念を従
来の海洋法秩序との関係でどのように捉え
るのかという問題が生じる。 
 
（2）海洋の管理と海洋の自由との交錯：沿
岸国による具体的措置と国連海洋法条約の
整合性 
 本研究では、沿岸国による海洋の管理強化
の流れと従来は海洋の自由に属していた他
国の海洋利用との交錯の具体的な場面とし
て、航行、海洋科学調査、海底電線・パイプ
ラインの敷設等に関する実行を検討した。総
論的な検討にとって特に意義を有すると考
えられる点は以下の通りである。 
 第一に、船舶の航行の自由との関係では、
海洋環境に対する沿岸国の権限を根拠とし
た規制による制約の問題が主であり、特に海
洋保護区（MPA）の設定や、航路帯の指定な
どによって船舶の通航海域を制限しようと
する展開が一つの流れとなっている。もっと
も、個別の事案においては沿岸国が有する権
利・管轄権を有効に行使して海域の調整を実
現しようとするものがほとんどであり、また
国際機関の関与により航行の利益を図ろう
とする制度設計の利用も特徴の一つとして
見られた。オーストラリアによるトレス海峡
の特別敏感水域設定等の散発的な事案は存
在するものの、既存の法秩序から大きく逸脱
する動きは見られなかった。また、EEZ にお
ける航行の自由と資源に対する沿岸国の管
轄権の限界事例として、排他的経済水域に対
する漁船への洋上給油（bunkering）の問題
についても検討した。 
 第二に、海洋管理の基礎となる海洋科学調
査については、国連海洋法条約がどのように
科学的知見の増進のための海洋科学調査と
沿岸国の資源に対する主権的権利を調整し
ているのかを検討した上で、現在の各国の実
行について検討した。海洋科学調査について
は、各国の国内法令に条約上の権限を逸脱す

るものがみられ、また EEZ における外国によ
る海洋科学調査について原則として同意を
義務付けるいわゆる「同意レジーム」が十分
に機能しておらず、そのためのセーフガード
として設計されている黙示の同意に関する
手続も実務上は死文化していることが明ら
かになった。こうした点で、現在の海洋科学
調査に関する現状は条約上本来予定されて
いた沿岸国と他国とのバランスを反映して
いないとの評価も可能であるが、沿岸国によ
る規制が天然資源・海洋環境に対する主権的
権利・管轄権に結びつけられているものであ
る限りでは、条約の解釈の問題の範囲内にと
どまっているといえなくもない。 
 第三に、恒常的に海底に存在することから
沿岸国による「海洋空間計画」等でしばしば
問題となる海底電線・海底パイプラインの敷
設の自由については、バルト海におけるノル
ド・ストリーム・パイプラインの建設に関す
る事例を中心として検討を行った。この分野
においても、沿岸国の国内的な手続の不明瞭
さなど実務的な問題も指摘されているが、ノ
ルドストリームの場合には敷設の前段階と
しての調査の実施が天然資源に関する情報
が付随的に取得されることを根拠として拒
否されたように、EEZ・大陸棚における沿岸
国の権限との関係が問題となっている。 
 以上のように、沿岸国による具体的な権限
の行使事例を検討すると、「海洋の管理」の
流れと並行する形で沿岸国権限の拡張事例
も見られる。個々の事例には条約との整合性
が疑わしいものも少なくない。その一方で、
全体的に問題となっているのは、海洋の管理
のために沿岸国が与えられている権限が不
十分であることを理由に条約違反を正当化
したり、あるいは立法的な解決をめざすとい
ったような動きではなく、あくまでも沿岸国
の主権的権利・管轄権を拡張的に解釈し、既
存の権限に引きつけることによって規制権
限を正当化しようとするものではある。もっ
とも、こうした主張には解釈的に無理のある
も の も あ り 、 そ れ 自 体 「 thickening 
jurisiction」として問題提起されているよ
うに、条約上のバランスを沿岸国側に傾けて、
海域の「管理」権限をなし崩し的に沿岸国に
認めることにつながりかねないという問題
がある。 
 
（3）現代海洋法秩序にとっての「海洋の管
理」 
 本研究の中心的な目的は、「海洋の管理」
のキーワードの下に進展しつつある様々な
展開が、現代の海洋法秩序に本質的な構造変
化をもたらすものであるのか否か、という問
題であった。この点、研究期間の研究を通し
て得られた結論は、現段階において海洋の法
秩序の基本的な構造に変化が生じつつある
とはいえないが、「海洋の管理」概念は国連
海洋法条約の下での海洋秩序とは本質的に
異質な考え方を含みうるものであり、潜在的



には大きな構造転換をもたらす潜在的な可
能性が存在するというものである。 
すなわち、海洋をめぐる現代の問題に対応

するためには「海洋の管理」を強化すること
が必要であり、そのためには国連海洋法条約
には不十分な点があるとの認識が一部にも
たれつつあるが、この問題の解決は現状では
海洋法条約から大きく逸脱する沿岸国によ
る権限行使の慣行化や新たな法的枠組みに
向けての立法的な提案というような形では
追及されていない。 
 他方で、海洋における経済活動が国連海洋
法条約の採択時よりも拡大し海域の利用密
度が増加したこと、海洋監視技術が国連海洋
法条約の採択時が飛躍的に向上したこと、そ
して海洋の生態系への関心が高まっている
こと等の理由により、海洋における経済活動
の規制に関する問題設定は、海洋利用間のマ
クロ的な観念的な共存からミクロ的な現実
的利用調整へと移行している。排他的経済水
域の制度設計においては沿岸国による生物
資源に対する主権的権利に基づく沿岸国国
民の漁業活動と非沿岸国の航行の自由に基
づく船舶の通航は両立するものとして設計
されているが、現実には完全に同一の地点に
おいて両者が併存できないのは当然であり、
沿岸国にとっては安全等の観点から海域を
分けて利用を調整することへの要求が生じ
る。「海洋の管理」に関する議論の中での「場
所を基盤としたアプローチ（place-based 
approach）」の重視はこうした展開を反映し
たものである。 
同一海域における異なる利用態様の併存

という現在の海洋法秩序の原理のこのよう
な意味でのフィクション性は、この秩序の形
成過程においても認識されていなかったわ
けではない。大陸棚制度の形成過程において
も、海底の鉱物資源の開発の権限と上部水域
の法的地位の問題を切り離すことによって
成立した制度に対して、海底資源の開発は海
底においてではなく洋上から実施される以
上、上部水域の利用との関係が生じることが
指摘されていたが、こうした問題は国連海洋
法会議における大陸棚・EEZ 制度に関する議
論の中でも必ずしも十分に手当されたとは
いえない状況にあった。 
 海洋法秩序は歴史的に見ると、①沿岸国が
権限を行使できる海域とできない海域に分
けて沿岸国の権限を領域的に構成するとい
う考え方と、②同一の海域で異なる海洋利用
が共存しうることに着目として機能的に構
成する二つの考え方の下で展開してきた。20
世紀前半までの基本的な秩序であったとさ
れる領海・公海の二元論は①の考え方に立脚
するものであるが、航行・漁業・安全保障・
関税監視・出入国管理といった多様な沿岸国
の利益にとって一律の境界を設けることに
は限界もあった。19 世紀には欧州の大陸諸国
にはむしろ②の考え方に位置付けられる実
行として、目的ごとに異なる領海幅が主張さ

れたこともあり、また領海・公海の二元論を
強く支持した英国も例外的に徘徊条例
（hovering act）を長らく維持していた。第
二次世界大戦後に新たに海洋資源の問題が
生じると領域的な棲み分けを基本とする秩
序にはいっそう問題が生じ、これに対応する
ものとして②の考え方を基本原理とする排
他的経済水域が形成された。 
このように、「海洋の管理」の名の下に生

じている様々な展開は、この概念がとりわけ
沿岸国の主導による海洋利用間の空間的な
調整権能として理解される場合には、将来的
に既存の秩序を変容させる動きにつながり
うるものである。同様に、沿岸国による個別
的な権限行使の検討において観測された、沿
岸国の主権的権利・管轄権に引きつける形で
の権限の拡張的な行使も、既存の法秩序の機
能不全をもたらす可能性がある。こうした動
きについては、現時点では国連海洋法条約か
らの逸脱や、同条約を中心とする海洋法秩序
の構造変化を表現するものであるとはいえ
ないとしても、今後もその展開を注視する必
要があると考えられる。 
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